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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期

会計期間

自平成21年
５月１日
至平成21年
10月31日

自平成22年
５月１日
至平成22年
10月31日

自平成23年
５月１日
至平成23年
10月31日

自平成21年
５月１日
至平成22年
４月30日

自平成22年
５月１日
至平成23年
４月30日

売上高 （千円） 422,309 419,608 405,769 819,922 792,704

経常利益 （千円） 45,923 77,994 83,213 83,900 123,027

中間（当期）純利益 （千円） 24,177 45,372 49,500 49,630 72,051

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000

発行済株式総数 （株） 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125

純資産額 （千円） 2,221,8282,292,6542,368,8342,247,2812,319,333

総資産額 （千円） 4,853,3554,847,7384,787,6864,789,0244,770,188

１株当たり純資産額 （円） 710,985 733,649 758,027 719,130 742,186

１株当たり中間（当期）

純利益金額
（円） 7,736 14,519 15,840 15,881 23,056

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額

（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 45.8 47.3 49.5 46.9 48.6

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 90,153 167,619 111,586 82,927 183,117

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △31,764 △2,353 △6,239 △45,369 △9,285

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 6,405 △91,170 △70,500 △35,685△167,670

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
（千円） 105,973 117,147 84,059 43,051 49,212

従業員数

（外、平均臨時雇用者

数）

（人）
63

(63)

55

(68)

53

(71)

58

(67)

55

(66)

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成23年10月31日現在

従業員数（人） 53（71）

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）労働組合の状況

　当社には労働組合はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により企業の生産活動は停滞したものの、その後のサプライ

チェーンの復旧により概ね震災前の水準に戻りつつありますが、米国経済の減速懸念と欧州財政危機による金融不安

を背景とした急激な円高の進行により企業業績は厳しい状況で推移し、個人消費も低迷を続けるなど依然として不透

明な状態で推移しました。

　ゴルフ場業界におきましても、東日本大震災後のゴルフプレー自粛によるキャンセルが相次ぎ低価格による集客競

争が一層激しくなっております。

　こうしたなかにあって当社は、来場者確保のために営業体制の強化を図ると共に良好なるコースコンディションの

維持にも努めてまいりました。

　当上半期の営業につきましては、営業日数が前年同期比１日増加の179日を数え、入場者数も前年同期比207名増加の

25,683名を確保いたしましたが、ビジター入場者の減少とプレー料金の低下により営業収益は前年同期比3.2％減少

の405,769千円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、固定費を含めた更なる経費削減に努めた結果、

前年同期比2.3％減少の323,104千円となり、営業利益は前年同期比6.4％減少の59,675千円を計上することができま

した。また、営業外費用の支払利息の減少により経常利益は、前年同期比6.6％増加の83,213千円となり、中間純利益は

前年同期比9.0％増加の49,500千円を計上することができました。

　当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。　

（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）キャッシュ・フロー

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、「資金」の減少要因である借入金返済の

減少がありましたが、法人税等の支払額が増加したことにより当中間会計期間末には、84,059千円（前年同期比

33,088千円減少）となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は111,586千円（前年同期比56,310千円減少）となりました。

これは主に、法人税等の支払の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は6,239千円（前年同期比3,609千円増加）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は70,500千円（前年同期比20,670千円の減少）となりました。

これは主に、長期借入金の返済によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

　当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント情報ごとに記載しておりません。なお、当中間会計期

間の販売実績を示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

区分
当中間会計期間

（自　平成23年５月１日
至　平成23年10月31日）

前年同期比

ゴルフ場売上 228,575 △4.5（％）

練習場売上 3,425 5.4

食堂・売店売上 79,816 △4.7

雑売上 56,259 1.1

年会費ロッカー費収入 37,406 0.1

賃貸料 285 △12.6

合計 405,769 △3.3

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

３【対処すべき課題】

　当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

４【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等の

リスクについての重要な変更はありません。　

　

５【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)財政状態

　（資産）

　　当中間会計期間末における資産合計は、4,787,686千円（前事業年度末は4,770,188千円）となり17,498千円増加と

なりました。増減の主なものは、現金及び預金の増加34,847千円であります。

　（負債）

　　当中間会計期間末における負債合計は、2,418,851千円（前事業年度末は2,450,854千円）となり32,002千円減少と

なりました。増減の主なものは、未払法人税等の減少11,666千円であります。

　（純資産）

　　当中間会計期間末における純資産合計は、2,368,834千円（前事業年度末は2,319,333千円）となり、中間純利益の

計上により49,500千円増加となりました。

（2）経営成績

　「1　業績等の概要（1）業績」に記載のとおりであります。

（3）キャッシュ・フローの状況

　「1　業績等の概要（2）キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除去等について、重要な変更は

ありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,000

計 4,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成23年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年１月30日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,125 3,125非上場

当社は単元株

制度は採用し

ておりません。

計 3,125 3,125 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年５月１日～

平成23年10月31日
－ 3,125 － 95,000 － －
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（６）【大株主の状況】

 平成23年10月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

足立産業㈱ 東京都中央区銀座２丁目７番17号 1,400 44.8

妙高観光開発㈱ 東京都中央区日本橋室町１丁目８番７号 380 12.2

新東産業㈱ 東京都豊島区西池袋１丁目16番１号 100 3.2

㈱オーイ 東京都品川区大井１丁目１番16号 61 2.0

城西産業㈱ 東京都渋谷区神宮前１丁目17番５号 60 1.9

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 東京都千代田区大手町２丁目６番３号 7 0.2

科研製薬㈱ 東京都文京区本駒込２丁目28番８号 5 0.2

㈱東京楽天地 東京都墨田区江東橋４丁目27番14号 5 0.2

キグナス石油㈱ 東京都中央区八重洲２丁目８番１号 4 0.1

㈱エスジー 東京都中央区銀座２丁目16番12号 4 0.1

計 － 2,026 64.8

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 　  3,125 3,125

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 3,125 － －

総株主の議決権 － 3,125 －

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【株価の推移】

　当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社中山カントリークラブ(E04651)

半期報告書

 8/28



第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）に

基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（平成23年５月１日から平成23年10月31

日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

　

３．中間連結財務諸表について

　当社は子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年４月30日)

当中間会計期間
(平成23年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 49,212 84,059

営業未収入金 31,387 40,406

たな卸資産 4,977 4,258

前払費用 21,363 7,987

繰延税金資産 3,885 2,710

その他 1,918 66

流動資産合計 112,744 139,490

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 122,954

※2
 116,225

構築物（純額） 41,552 39,817

コース勘定 204,860 204,860

土地 ※2
 3,468,798

※2
 3,468,798

リース資産（純額） 6,698 5,642

その他（純額） 11,825 12,828

有形固定資産合計 ※1
 3,856,689

※1
 3,848,173

無形固定資産

借地権 288,430 288,430

リース資産 4,525 3,829

その他 627 627

無形固定資産合計 293,583 292,886

投資その他の資産

差入保証金 485,895 485,895

繰延税金資産 21,275 21,239

投資その他の資産合計 507,171 507,135

固定資産合計 4,657,444 4,648,196

資産合計 4,770,188 4,787,686

負債の部

流動負債

買掛金 3,155 4,509

短期借入金 ※2
 137,320

※2
 420,320

リース債務 3,680 3,680

未払消費税等 10,478 9,900

未払法人税等 45,218 33,552

その他 50,786 89,009

流動負債合計 250,639 560,971
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年４月30日)

当中間会計期間
(平成23年10月31日)

固定負債

長期借入金 ※2
 1,513,690

※2
 1,162,030

退職給付引当金 51,019 50,934

リース債務 8,105 6,265

会員預り金 377,400 388,650

長期預り保証金 250,000 250,000

固定負債合計 2,200,215 1,857,879

負債合計 2,450,854 2,418,851

純資産の部

株主資本

資本金 95,000 95,000

資本剰余金

その他資本剰余金 672,500 672,500

資本剰余金合計 672,500 672,500

利益剰余金

利益準備金 90,000 90,000

その他利益剰余金

別途積立金 1,105,000 1,105,000

繰越利益剰余金 356,833 406,334

利益剰余金合計 1,551,833 1,601,334

株主資本合計 2,319,333 2,368,834

純資産合計 2,319,333 2,368,834

負債純資産合計 4,770,188 4,787,686
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②【中間損益計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成22年５月１日
　至　平成22年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成23年５月１日
　至　平成23年10月31日)

売上高 419,608 405,769

売上原価 24,867 22,989

売上総利益 394,741 382,780

販売費及び一般管理費 ※
 330,960

※
 323,104

営業利益 63,780 59,675

営業外収益

受取利息 14 7

受取手数料 48,755 51,090

その他 2,706 2,872

営業外収益合計 51,475 53,969

営業外費用

支払利息 34,004 27,664

その他 3,257 2,768

営業外費用合計 37,261 30,432

経常利益 77,994 83,213

税引前中間純利益 77,994 83,213

法人税、住民税及び事業税 34,725 32,501

法人税等調整額 △2,102 1,210

法人税等合計 32,622 33,712

中間純利益 45,372 49,500
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成22年５月１日
　至　平成22年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成23年５月１日
　至　平成23年10月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 95,000 95,000

当中間期末残高 95,000 95,000

資本剰余金

その他資本剰余金

当期首残高 672,500 672,500

当中間期末残高 672,500 672,500

資本剰余金合計

当期首残高 672,500 672,500

当中間期末残高 672,500 672,500

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 90,000 90,000

当中間期末残高 90,000 90,000

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 1,105,000 1,105,000

当中間期末残高 1,105,000 1,105,000

繰越利益剰余金

当期首残高 284,781 356,833

当中間期変動額

中間純利益 45,372 49,500

当中間期変動額合計 45,372 49,500

当中間期末残高 330,154 406,334

利益剰余金合計

当期首残高 1,479,781 1,551,833

当中間期変動額

中間純利益 45,372 49,500

当中間期変動額合計 45,372 49,500

当中間期末残高 1,525,154 1,601,334

株主資本合計

当期首残高 2,247,281 2,319,333

当中間期変動額

中間純利益 45,372 49,500

当中間期変動額合計 45,372 49,500

当中間期末残高 2,292,654 2,368,834

純資産合計

当期首残高 2,247,281 2,319,333

当中間期変動額

中間純利益 45,372 49,500

当中間期変動額合計 45,372 49,500

当中間期末残高 2,292,654 2,368,834
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成22年５月１日
　至　平成22年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成23年５月１日
　至　平成23年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 468,652 457,890

原材料又は商品の仕入れによる支出 △25,604 △22,704

人件費の支出 △148,489 △143,428

その他の営業支出 △167,736 △175,979

小計 126,823 115,777

利息及び配当金の受取額 14 7

利息の支払額 △34,004 △27,527

書替預託金収入 15,100 11,250

その他の収入 83,003 81,755

その他の支出 △28,667 △25,507

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 5,627 △44,168

営業活動によるキャッシュ・フロー 167,896 111,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,630 △6,239

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,630 △6,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
額（△は減少）

△20,670 －

長期借入金の返済による支出 △68,660 △68,660

リース債務の返済による支出 △1,840 △1,840

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,170 △70,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,096 34,847

現金及び現金同等物の期首残高 43,051 49,212

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※
 117,147

※
 84,059
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【重要な会計方針】

項目
当中間会計期間

（自　平成23年５月１日
至　平成23年10月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法 デリバティブ

時価法

 たな卸資産

　商品、原材料、貯蔵品については先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）について

は定額法）

 リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。　

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成

20年４月１日前に開始する事業年度に属する取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．引当金の計上基準 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備るため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基

づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま

す。

４．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金利息

 (3）ヘッジ方針

　社内規程に基づき、借入金の利息に係る金利変動リスクをヘッジしておりま

す。

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しており

ます。

５．中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理しております。

　なお、売上等に係る消費税等より仕入等に係る消費税等を相殺した金額を未払消

費税等として表示しております。
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【追加情報】

当中間会計期間

（自　平成23年５月１日

　　至　平成23年10月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年４月30日）

当中間会計期間
（平成23年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

789,914千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

804,372千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物 17,162千円

土地 3,448,510千円

計 3,465,673千円

建物 16,248千円

土地 3,448,510千円

計 3,464,758千円

は、設備資金借入金1,581,000千円（長期借入金

1,457,000千円、一年以内に返済予定の長期借入金

124,000千円）の担保に供しております。

は、設備資金借入金1,519,000千円（長期借入金

1,112,000千円、一年以内に返済予定の長期借入金

407,000千円）の担保に供しております。

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成23年５月１日
至　平成23年10月31日）

※　減価償却実施額 ※　減価償却実施額

有形固定資産 14,968千円 有形固定資産 14,458千円

無形固定資産 696千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式（株） 3,125 － － 3,125

合計 3,125 － － 3,125

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成23年５月１日　至　平成23年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式（株） 3,125 － － 3,125

合計 3,125 － － 3,125

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成23年５月１日
至　平成23年10月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年10月31日現在） （平成23年10月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 117,147

現金及び現金同等物 117,147

 

 （千円）

現金及び預金勘定 84,059

現金及び現金同等物 84,059
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（リース取引関係）

１.所有権移転外ファイナンス・リース取引

　（1）リース資産の内容

　　　有形固定資産

　　　　コンピュータ及びマイクロバス（什器備品及び車輌運搬具）であります。

　　　無形固定資産

　　　　ソフトウエアであります。

　

　（2）リース資産の減価償却の方法

　　　重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

　

　　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年４月１日前に開始する

　　事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりで

　　あります。　

　

　

　(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末（期末）残高相当額

　　　前事業年度（平成23年４月30日）　 

　 　取得価額相当額 　減価償却累計額相当額 　期末残高相当額

　機械及び装置 　8,174千円 　5,960千円 　2,213千円

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

　　　　　利子込み法により算定しております。　

　

　　　当中間会計期間（平成23年10月31日）

　 　取得価額相当額 　減価償却累計額相当額 　期末残高相当額

　機械及び装置 　8,174千円 　6,982千円 　1,192千円

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

　　　　　支払利子込み法により算定しております。

　

　（2）未経過リース料中間期末（期末）残高相当額等　

　 　前事業年度 　当中間会計期間

　 　（平成23年４月30日） 　（平成23年10月31日）　

　1年内 　　　2,043千円 　　　1,192千円

　1年超 　　170 　－

　合計 　2,213 　1,192

　（注）　未経過リース料中間期末（期末）残高相当額は、未経過リース料中間期末（期末）残高が有形固定資産の

　　　　　中間期末（期末）残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。　

　

　（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

　 　前中間会計期間 　当中間会計期間

　 （自　平成22年５月１日 （自　平成23年５月１日

　 　　至　平成22年10月31日） 　　至　平成23年10月31日）

　支払リース料 　　　1,290千円 　　　1,021千円

　減価償却費相当額 　1,290 　1,021

　

　（4）減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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（金融商品関係）

前事業年度（平成23年４月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成23年４月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。　

　
　貸借対照表計上額

（千円）　
　時価（千円） 差額（千円）

　（1）長期借入金

（1年内返済予定分を含む）
1,651,010     1,653,371     △2,361     

　（2）デリバティブ取引 －     －     －     

（注1）金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

　（1）長期借入金（1年内返済予定分を含む）

　　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率

　で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借

　入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に

　適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっております。

　（2）デリバティブ取引

　　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　差入保証金（貸借対照表計上額485,895千円）は、更新可能な契約であり継続利用が前提である

　ため、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

　　長期預り保証金（貸借対照表計上額250,000千円）及び会員預り保証金（貸借対照表計上額

　377,400千円）は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることが

　できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
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当中間会計期間（平成23年10月31日）

金融商品の時価等に関する事項

平成23年10月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2.参照）。

　
中間貸借対照表計上額

（千円）　
　時価（千円） 差額（千円）

　（1）長期借入金

（1年内返済予定分を含む）
1,582,350     1,584,278     △1,928    　

　（2）デリバティブ取引 －     －     －     

（注）1．金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

　（1）長期借入金（1年内返済予定分を含む）

　　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率

　で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借

　入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に

　適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっております。

　（2）デリバティブ取引

　　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

（注）2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　差入保証金（中間貸借対照表計上額485,895千円）は、更新可能な契約であり継続利用が前提で

　あるため、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

　　長期預り保証金（中間貸借対照表計上額250,000千円）及び会員預り金（中間貸借対照表計上額

　  388,650千円）は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることが

　できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

（注）3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

　た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

　提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバテ

　ィブ取引」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ

　取引に係る市場リスクを示すものではありません。　
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（有価証券関係）

前事業年度（平成23年４月30日）、当中間会計期間（平成23年10月31日）

　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（平成23年４月30日）

　1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　　該当事項はありません。

　2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　　金利関連

　

　

ヘッジ会計の方法

　

取引の種類　

　

主なヘッジ対象　

　

　前事業年度（平成23年４月30日）

　

　 　 　
　契約金額等

（千円）

うち1年超

（千円）

時価

（千円）

 金利スワップの特

 例処理　

 金利スワップ取引

 変動受取・固定支払

　

 長期借入金　 　　　1,426,000　　　1,426,000（注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　

当中間会計期間（平成23年10月31日）

　1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　　該当事項はありません。

　2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　　金利関連

　

　

ヘッジ会計の方法

　

取引の種類　

　

主なヘッジ対象　

　

　当中間会計期間末（平成23年10月31日）

　

　 　 　
　契約金額等

（千円）

うち1年超

（千円）

時価

（千円）

 金利スワップの特

 例処理　

 金利スワップ取引

 変動受取・固定支払

　

 長期借入金　 　　　1,426,000　　　1,112,000（注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年10月31日）

　当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、記載しておりません。　

　

Ⅱ　当中間会計期間（自　平成23年５月１日　至　平成23年10月31日）

　当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、記載しておりません。　

　

【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年10月31日）　

１．製品及びサービスごとの情報

　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、

　記載を省略しております。　

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　　本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ご

　との売上高の記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

　め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

　　

３．主要な顧客ごとの情報

　　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記

　載はありません。　

　

Ⅱ　当中間会計期間（自　平成23年５月１日　至　平成23年10月31日）　

１．製品及びサービスごとの情報

　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、

　記載を省略しております。　

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　　本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ご

　との売上高の記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

　め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

　　

３．主要な顧客ごとの情報

　　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記

　載はありません。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年10月31日）

　該当事項はありません。

　　

当中間会計期間（自　平成23年５月１日　至　平成23年10月31日）

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年10月31日）

　該当事項はありません。

　

当中間会計期間（自　平成23年５月１日　至　平成23年10月31日）

　該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年10月31日）　

　該当事項はありません。

　

当中間会計期間（自　平成23年５月１日　至　平成23年10月31日）　

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　
前中間会計期間

（自　平成22年５月１日
至　平成22年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成23年５月１日
至　平成23年10月31日）

　１株当たり中間純利益金額 14,519円 15,840円

（算定上の基礎） 　 　

中間純利益金額（千円） 45,372 49,500

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 45,372 49,500

普通株式の期中平均株式数（株） 3,125 3,125

　（注）　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　

　

　
前事業年度

（平成23年４月30日）
当中間会計期間

（平成23年10月31日）

１株当たり純資産額 742,186円 758,027円

（算定上の基礎） 　 　

純資産の部の合計額（千円） 2,319,333 2,368,834

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

（うち少数株主持分）（千円） － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
2,319,333 2,368,834

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
3,125 3,125

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第50期）（自　平成22年５月１日　至　平成23年４月30日）平成23年７月29日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成24年１月26日

株式会社中山カントリークラブ  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川井　克之　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　秀敬　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社中山カントリークラブの平成23年５月１日から平成24年４月30日までの第51期事業年度の中間会計期間（平成23

年５月１日から平成23年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し

有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報

を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中

間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損

なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき

中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部

を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び

適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社中山カントリークラブの平成23年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成23年

５月１日から平成23年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上　

　（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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